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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射性同位元素を投与した被検体から放射されるγ線を同時計測する検出器と、
　前記同時計測されたデータのうちの所定の投影方向に対応する一部の情報に基づいて、
再構成処理を行うことなく、簡易画像データをリアルタイムで生成する簡易画像データ生
成部と、
　前記被検体から収集された形態画像データに前記簡易画像データを重畳して評価用画像
データを生成する画像データ合成部と、
　前記評価用画像データの評価結果に基づいて、前記被検体から放射されるγ線を検出し
た検出結果に基づいて生成されたＰＥＴ撮影モードの投影データを用いてＰＥＴ画像デー
タを生成するＰＥＴ画像データ生成部と、
　生成された前記評価用画像データ及び前記ＰＥＴ画像データを表示する表示部と、
　を備える、核医学診断装置。
【請求項２】
　前記簡易画像データ生成部は、前記被検体から放射されるγ線の検出位置情報の中で、
前記形態画像データの撮影方向あるいは撮影断面に垂直な方向に対応する方向から検出さ
れた検出位置情報に基づいて前記簡易画像データを生成する、請求項１に記載の核医学診
断装置。
【請求項３】
　前記被検体からＸ線ＣＴ撮影モードの投影データを収集するＸ線ＣＴ撮影部と、
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　前記Ｘ線ＣＴ撮影部により前記被検体から収集されたＸ線ＣＴ撮影モードの投影データ
に基づいて前記撮影方向におけるスキャノグラムあるいは前記撮影断面におけるＭＰＲ（
Multi　Planar　Reconstruction）画像データの少なくとも何れかを前記形態画像データ
として生成する形態画像データ生成部と、
　を更に備える、請求項２に記載の核医学診断装置。
【請求項４】
　前記画像データ合成部は、別途設置されたＸ線ＣＴ装置あるいはＭＲＩ装置により前記
被検体から収集された前記撮影方向におけるスキャノグラムあるいは前記撮影断面におけ
るＭＰＲ画像データの少なくとも何れかに前記簡易画像データを重畳して前記評価用画像
データを生成する、請求項２に記載の核医学診断装置。
【請求項５】
　前記簡易画像データ生成部は、前記ＰＥＴ撮影モードの投影データの収集過程で検出さ
れた前記γ線の検出位置情報に基づいて前記簡易画像データを生成する、請求項１に記載
の核医学診断装置。
【請求項６】
　前記簡易画像データ生成部は、前記γ線の発生源の位置に対応するデータシートのアド
レスに、検出時刻からの時間経過と共に輝度が減弱する計測点を順次配置することにより
前記簡易画像データを生成する、請求項１に記載の核医学診断装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記時間経過と共に輝度が減弱する複数の計測点を有した前記簡易画像
データをリアルタイム表示する、請求項６に記載の核医学診断装置。
【請求項８】
　前記ＰＥＴ画像データの生成を行なうための指示信号を前記簡易画像データの評価結果
に基づいて入力する指示信号入力部、
　を更に備え、
　前記ＰＥＴ画像データ生成部は、前記指示信号に従って前記ＰＥＴ撮影モードの投影デ
ータを再構成処理し前記ＰＥＴ画像データを生成する、請求項１に記載の核医学診断装置
。
【請求項９】
　前記簡易画像データ生成部は、前記γ線の検出位置情報及び検出時刻情報に基づいて推
定される当該γ線の発生源の位置を用いて前記簡易画像データを生成する、請求項１に記
載の核医学診断装置。
【請求項１０】
　検出器が、放射性同位元素を投与した被検体から放射されるγ線を同時計測し、
　簡易画像データ生成部が、前記同時計測されたデータのうちの所定の投影方向に対応す
る一部の情報に基づいて、再構成処理を行うことなく、簡易画像データをリアルタイムで
生成し、
　画像データ合成部が、前記被検体から収集された形態画像データに前記簡易画像データ
を重畳して評価用画像データを生成し、
　ＰＥＴ画像データ生成部が、前記評価用画像データの評価結果に基づいて、前記被検体
から放射されるγ線を検出した検出結果に基づいて生成されたＰＥＴ撮影モードの投影デ
ータを用いてＰＥＴ画像データを生成し、
　表示部が、生成された前記評価用画像データ及び前記ＰＥＴ画像データを表示する、
　ことを含む制御方法。
【請求項１１】
　前記簡易画像データ生成部は、前記被検体から放射されるγ線の検出位置情報の中で、
前記形態画像データの撮影方向あるいは撮影断面に垂直な方向に対応する方向から検出さ
れた検出位置情報に基づいて前記簡易画像データを生成する、請求項１０に記載の制御方
法。
【請求項１２】
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　Ｘ線ＣＴ撮影部が、前記被検体からＸ線ＣＴ撮影モードの投影データを収集し、
　形態画像データ生成部が、前記Ｘ線ＣＴ撮影部により前記被検体から収集されたＸ線Ｃ
Ｔ撮影モードの投影データに基づいて前記撮影方向におけるスキャノグラムあるいは前記
撮影断面におけるＭＰＲ（Multi　Planar　Reconstruction）画像データの少なくとも何
れかを前記形態画像データとして生成する、
　ことを更に含む、請求項１１に記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記画像データ合成部は、別途設置されたＸ線ＣＴ装置あるいはＭＲＩ装置により前記
被検体から収集された前記撮影方向におけるスキャノグラムあるいは前記撮影断面におけ
るＭＰＲ画像データの少なくとも何れかに前記簡易画像データを重畳して前記評価用画像
データを生成する、請求項１１に記載の制御方法。
【請求項１４】
　前記簡易画像データ生成部は、前記ＰＥＴ撮影モードの投影データの収集過程で検出さ
れた前記γ線の検出位置情報に基づいて前記簡易画像データを生成する、請求項１０に記
載の制御方法。
【請求項１５】
　前記簡易画像データ生成部は、前記γ線の発生源の位置に対応するデータシートのアド
レスに、検出時刻からの時間経過と共に輝度が減弱する計測点を順次配置することにより
前記簡易画像データを生成する、請求項１０に記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記表示部は、前記時間経過と共に輝度が減弱する複数の計測点を有した前記簡易画像
データをリアルタイム表示する、請求項１５に記載の制御方法。
【請求項１７】
　指示信号入力部が、前記ＰＥＴ画像データの生成を行なうための指示信号を前記簡易画
像データの評価結果に基づいて入力する、
　ことを更に含み、
　前記ＰＥＴ画像データ生成部は、前記指示信号に従って前記ＰＥＴ撮影モードの投影デ
ータを再構成処理し前記ＰＥＴ画像データを生成する、請求項１０に記載の制御方法。
【請求項１８】
　前記簡易画像データ生成部は、前記γ線の検出位置情報および検出時刻情報に基づいて
特定される当該γ線の発生源の位置を用いて前記簡易画像データを生成する、請求項１０
に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、放射性同位元素によって標識した薬剤が投与された被検体から放
出されるγ線を検出することにより、検査対象部位における放射性同位元素の分布を画像
化する核医学診断装置及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線診断装置、ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴ装置及び核医学イメージング装置などを用いた医
用画像診断は、コンピュータ技術の発展に伴って急速な進歩を遂げ、今日の医療において
必要不可欠なものとなっている。
【０００３】
　上述のＸ線診断装置やＸ線ＣＴ装置は、臓器や腫瘍等の輪郭を描出することによって診
断を行なう、所謂、形態診断を目的としている。これに対し、上述の核医学イメージング
装置は、生体組織に選択的に取り込まれた放射性同位元素又は放射性同位元素で標識され
た標識化合物から放射されるγ線を体外から計測し、計測したγ線の線量分布を画像化す
ることにより被検体に対する機能診断を可能としている。
【０００４】
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　核医学イメージング装置として、ガンマカメラ、シングルフォトンエミッションＣＴ装
置（ＳＰＥＣＴ（Single　Photon　Emission　Computed　Tomography）装置）、ポジトロ
ンエミッションＣＴ装置（ＰＥＴ（Positron　Emission　Computed　Tomography）装置）
等が臨床の場で使用されている。
【０００５】
　ガンマカメラは、放射性同位元素によって標識された薬剤（以下、放射性同位元素と呼
ぶ。）が投与された被検体の内部から放出されるγ線を、前記被検体に対向させて配置し
た平面検出器によって測定する。これにより、ガンマカメラは、この平面検出器に投影さ
れた放射性同位元素の分布を２次元の画像データ（ガンマ画像データ）として生成する装
置である。ガンマカメラは、平面検出器の前面に装着されたコリメータによってγ線の入
射方向を特定している。
【０００６】
　ＳＰＥＣＴ装置は、放射性同位元素が投与された被検体の周囲でガンマカメラと同様の
平面検出器を移動する。あるいは、ＳＰＥＣＴ装置は、放射性同位元素が投与された被検
体の周囲にガンマカメラと同様の平面検出器を複数配置する。これにより、ＳＰＥＣＴ装
置は、前記被検体に対し複数の方向から検出したγ線情報に対しＸ線ＣＴ装置と同様の再
構成処理を行なって画像データ（ＳＰＥＣＴ画像データ）を生成する。
【０００７】
　一方、ＰＥＴ装置は、陽電子（ポジトロン）を放出する核種によって標識した放射性同
位元素が投与された被検体から、この陽電子が電子と結合して消滅する際に放射される一
対のγ線を、被検体の周囲に配置したリング状の検出器によって検出する。ＰＥＴ装置は
、検出器によって検出される一対のγ線情報を再構成処理することにより画像データ（Ｐ
ＥＴ画像データ）の生成を行なっている。
【０００８】
　又、近年では、Ｘ線ＣＴ装置とＰＥＴ装置とが一体化された、所謂、Ｘ線ＣＴ組み合わ
せ型ポジトロンＣＴ装置（以下では、ＰＥＴ－ＣＴ装置と呼ぶ。）も開発されている。こ
のＰＥＴ－ＣＴ装置によれば、同一被検体に対する形態診断及び機能診断を効率よく行な
うことが可能となる。更に、このＰＥＴ－ＣＴ装置によれば、ＰＥＴ撮影によって収集さ
れた投影データを再構成処理してＰＥＴ画像データを生成する際、Ｘ線ＣＴ画像データの
画素値に基づいて生成された減弱補正データ（減弱マップ）を用いて前記投影データを補
正することにより良質なＰＥＴ画像データを得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００９－４７６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ＰＥＴ画像データの収集においては、被検体に投与された放射性同位元素から放射され
るγ線の検出方向及び検出位置の情報に基づいてサイノグラム等の投影データを生成し、
この投影データを再構成処理することによりＰＥＴ画像データの生成を行なう。そして、
得られたＰＥＴ画像データを表示部等に表示することにより、ＰＥＴ画像データの画質を
劣化させる体動等の影響（以下では、画質劣化要因と呼ぶ。）の前記投影データにおける
有無及びその程度を判定し、許容出来ない画質劣化要因が存在する場合には、投影データ
を再度収集する方法が行なわれてきた。
【００１１】
　しかしながら、このような従来の方法では、投影データの再構成処理に多大の時間を要
するため、投影データを再収集する場合には被検体に対する放射性同位元素の投与を再度
行なう必要があった。又、ＰＥＴ画像データの観察により画質劣化要因の存在が確認され
た時点で被検体は既に検査室を離れている場合が多く、このような場合には、被検体に対
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して再来院を依頼する必要があった。そして、このような被検体に対する放射性同位元素
の再投与や再来院の要請は、検査効率を大幅に低下させるのみならず被検体の負担が増大
するという問題点を有していた。
【００１２】
　本発明が解決しようとする課題は、ＰＥＴ撮影によって収集された投影データにおける
画質劣化要因の有無や程度を短時間で判定することが可能な核医学診断装置及び制御方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　実施形態の核医学診断装置は、検出器と、簡易画像データ生成部と、画像データ合成部
と、ＰＥＴ画像データ生成部と、表示部とを備える。検出器は、放射性同位元素を投与し
た被検体から放射されるγ線を同時計測する。簡易画像データ生成部は、前記同時計測さ
れたデータのうちの所定の投影方向に対応する一部の情報に基づいて、再構成処理を行う
ことなく、簡易画像データをリアルタイムで生成する。画像データ合成部は、前記被検体
から収集された形態画像データに前記簡易画像データを重畳して評価用画像データを生成
する。ＰＥＴ画像データ生成部は、前記評価用画像データの評価結果に基づいて、前記被
検体から放射されるγ線を検出した検出結果に基づいて生成されたＰＥＴ撮影モードの投
影データを用いてＰＥＴ画像データを生成する。表示部は、生成された前記評価用画像デ
ータ及び前記ＰＥＴ画像データを表示する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態における医用画像診断装置の全体構成を示すブロック図。
【図２】本実施形態の医用画像診断装置が備えるＸ線ＣＴ撮影部の具体的な構成を示すブ
ロック図。
【図３】本実施形態の医用画像診断装置が備えるＰＥＴ撮影部の具体的な構成を示すブロ
ック図。
【図４】本実施形態のＰＥＴ撮影部に設けられた検出器モジュールの具体的な構成を示す
図。
【図５Ａ】本実施形態の簡易ＰＥＴ撮影モードにおけるγ線の検出方向及び検出位置を示
す図（１）。
【図５Ｂ】本実施形態の簡易ＰＥＴ撮影モードにおけるγ線の検出方向及び検出位置を示
す図（２）。
【図６】本実施形態の画像データ合成部において生成される評価用画像データを説明する
ための図。
【図７】本実施形態の移動機構部によって移動するＸ線ＣＴ架台部及びＰＥＴ架台部を説
明するための図。
【図８】本実施形態におけるＰＥＴ画像データの生成手順を示すフローチャート。
【図９】本実施形態の変形例における医用画像診断装置の全体構成を示すブロック図。
【図１０Ａ】本実施形態及びその変形例の評価用画像データによって判定される画質劣化
要因の具体例を説明するための図（１）。
【図１０Ｂ】本実施形態及びその変形例の評価用画像データによって判定される画質劣化
要因の具体例を説明するための図（２）。
【図１１】簡易ＰＥＴ画像データ生成処理の変形例を説明するための図（１）。
【図１２】簡易ＰＥＴ画像データ生成処理の変形例を説明するための図（２）。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して医用画像診断装置の実施形態を説明する。
【００１６】
　以下に述べる本実施形態の医用画像診断装置は、先ず、Ｘ線管及びＸ線検出器を所定の
位置に固定した状態での被検体に対するＸ線撮影によって収集されるスキャノグラム撮影
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モードの投影データに基づいてスキャノグラムを生成する。次いで、医用画像診断装置は
、放射性同位元素が投与された前記被検体の体内から放射されるγ線の検出方向及び検出
位置に基づいてＰＥＴ撮影モードの投影データを生成する。ここで、医用画像診断装置は
、ＰＥＴ撮影モードの投影データを生成すると共に、前記γ線の検出結果の中から抽出し
た前記Ｘ線撮影のＸ線照射方向（具体的には、Ｘ線照射方向の中心方向）と略等しい方向
から検出されたγ線の検出位置に基づいて簡易ＰＥＴ画像データを生成する。そして、医
用画像診断装置は、得られた簡易ＰＥＴ画像データを上述のスキャノグラムに重畳して評
価用画像データを生成する。そして、表示部においてγ線の検出位置に対応する観測点が
リアルタイム表示される評価用画像データの観察により、ＰＥＴ撮影モードの投影データ
に画質劣化要因としての体動や薬剤漏れの影響が含まれていないことが確認されたならば
、医用画像診断装置は、この投影データ（ＰＥＴ撮影モードの投影データ）を再構成処理
して診断用のＰＥＴ画像データを生成する。
【００１７】
　尚、以下の実施形態では、スキャノグラム撮影モードの投影データに基づく形態画像デ
ータとしてのスキャノグラムの生成とＰＥＴ撮影モードの投影データに基づく機能画像デ
ータとしてのＰＥＴ画像データの生成とを可能とする医用画像診断装置について述べる。
しかし、以下の実施形態では、Ｘ線管及びＸ線検出器を被検体の周囲で高速回転して得ら
れるＸ線ＣＴ撮影モードの投影データに基づいて生成される３次元の画像データあるいは
所定断面（例えば、コロナル断面）におけるＭＰＲ画像データ等を形態画像データとして
もよい。
【００１８】
（装置の構成）
　本発明の実施形態における医用画像診断装置の構成につき図１乃至図７を用いて説明す
る。尚、図１は、本実施形態における医用画像診断装置の全体構成を示すブロック図であ
り、図２及び図３は、本実施形態の医用画像診断装置が備えるＸ線ＣＴ撮影部及びＰＥＴ
撮影部の具体的な構成を示すブロック図である。
【００１９】
　図１に示す本実施形態の医用画像診断装置１００は、Ｘ線ＣＴ撮影部１と、ＰＥＴ撮影
部２と、形態画像データ生成部３と、機能画像データ生成部４と、画像データ合成部５と
、表示部６とを備えている。Ｘ線ＣＴ撮影部１は、被検体１５０からＸ線ＣＴ撮影モード
の投影データを収集する。本実施形態に係るＸ線ＣＴ撮影部１は、所定の位置に固定され
た回転架台部のＸ線発生部１１から放射され被検体１５０を透過したＸ線を投影データ生
成部１２により検出してスキャノグラム撮影モードの投影データを生成する。ＰＥＴ撮影
部２は、放射性同位元素が投与された被検体１５０の体内から放射される１対のγ線を、
被検体１５０の周囲に配列された検出器モジュール２１により検出し、その検出方向及び
検出位置に基づいてＰＥＴ撮影モードの投影データを生成する。形態画像データ生成部３
は、Ｘ線ＣＴ撮影部１において生成されたスキャノグラム撮影モードの投影データを用い
て形態画像データとしてのスキャノグラムを生成する。機能画像データ生成部４は、Ｘ線
ＣＴ撮影部１におけるＸ線照射方向（具体的には、Ｘ線照射方向の中心方向）と略等しい
方向から検出されたγ線の検出位置に基づいて簡易ＰＥＴ画像データを生成する。更に機
能画像データ生成部４は、ＰＥＴ撮影部２において生成されたＰＥＴ撮影モードの投影デ
ータに基づいて機能画像データとしてのＰＥＴ画像データを生成する。画像データ合成部
５は、スキャノグラムに簡易ＰＥＴ画像データを重畳することによりＰＥＴ撮影モードの
投影データが有する画質劣化要因の評価を目的とした評価用画像データを生成する。表示
部６は、画像データ合成部５において生成された評価用画像データや機能画像データ生成
部４において生成されたＰＥＴ画像データを表示する。
【００２０】
　更に、医用画像診断装置１００は、天板７と、移動機構部８と、入力部９と、システム
制御部１０とを備えている。天板７は、図示しない寝台に据え付けられており、被検体１
５０を載置する。移動機構部８は、Ｘ線ＣＴ撮影部１を有するＸ線ＣＴ架台部及びＰＥＴ
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撮影部２を有するＰＥＴ架台部（何れも図示せず）を体軸方向（図１のｚ方向）へ移動さ
せることにより、被検体１５０の検査対象部位を各々の撮影野へ配置する。入力部９は、
被検体情報の入力、スキャノグラム撮影モード、簡易ＰＥＴ撮影モード及びＰＥＴ撮影モ
ードの選択の入力、これらの撮影モードにおける撮影条件の設定の入力、スキャノグラム
、簡易ＰＥＴ画像データ及びＰＥＴ画像データの生成条件及び表示条件の設定の入力、各
種コマンド信号の入力等を行なう。システム制御部１０は、医用画像診断装置１００が有
する上述の各ユニットを統括的に制御する。
【００２１】
　次に、医用画像診断装置１００が備える上述の各ユニットの構成と機能につき更に詳し
く説明する。
【００２２】
　図１に示したＸ線ＣＴ撮影部１は、図２に示すように、Ｘ線発生部１１、投影データ生
成部１２、回転架台部１３及び固定架台部１４を備える。Ｘ線発生部１１は、Ｘ線管１１
１と、高電圧発生器１１２と、Ｘ線絞り器１１３と、スリップリング１１４とを備えてい
る。Ｘ線管１１１は、被検体１５０に対してＸ線を照射する。高電圧発生器１１２は、Ｘ
線管１１１の陽極と陰極の間に印加する高電圧を発生する。Ｘ線絞り器１１３は、Ｘ線管
１１１から放射されたＸ線の照射範囲を設定する。スリップリング１１４は、回転架台部
１３に対して所定の電力を供給する。
【００２３】
　Ｘ線管１１１は、Ｘ線を発生する真空管であり、高電圧発生器１１２から供給される高
電圧によって加速した電子をタングステンターゲットに衝突させてＸ線を放射する。一方
、Ｘ線絞り器１１３は、Ｘ線管１１１と被検体１５０との間に設けられ、Ｘ線管１１１か
ら放射されたＸ線を所定の撮影領域に絞り込む機能と被検体１５０に対するＸ線の照射強
度分布を設定する機能とを有している。例えば、Ｘ線絞り器１１３は、Ｘ線管１１１から
放射されたＸ線ビームを撮影領域に対応したコーンビーム状あるいはファンビーム状のＸ
線ビームに成形する。
【００２４】
　次に、投影データ生成部１２は、Ｘ線検出器１２１と、データ収集ユニット１２２と、
データ伝送回路１２３とを備えている。Ｘ線検出器１２１は、被検体１５０を透過したＸ
線を検出する。データ収集ユニット１２２は、ＤＡＳ（Data　Acquisition　System）ユ
ニットであり、Ｘ線検出器１２１から出力された複数チャンネルの検出信号に対して電流
／電圧変換とＡ／Ｄ変換とを行なう。以下では、データ収集ユニット１２２をＤＡＳユニ
ット１２２と呼ぶ。データ伝送回路１２３は、ＤＡＳユニット１２２の出力信号に対して
パラレル／シリアル変換、電気／光／電気変換及びシリアル／パラレル変換を行なう。
【００２５】
　投影データ生成部１２のＸ線検出器１２１は、例えば、２次元配列された図示しない複
数個のＸ線検出素子を備え、このＸ線検出素子の各々は、Ｘ線を光に変換するシンチレー
タと光を電気信号に変換するフォトダイオードとによって構成されている。そして、これ
らのＸ線検出素子は、Ｘ線管１１１の焦点を中心とした円弧に沿って回転架台部１３に取
り付けられている。
【００２６】
　一方、ＤＡＳユニット１２２は、Ｘ線検出器１２１の検出信号に対して電流／電圧変換
とＡ／Ｄ変換とを行なう。そして、データ伝送回路１２３は、図示しないパラレル／シリ
アル変換器と電気／光／電気変換器とシリアル／パラレル変換器とを有し、ＤＡＳユニッ
ト１２２から出力された検出信号は、回転架台部１３に取り付けられたパラレル／シリア
ル変換器において時系列的な１チャンネルの投影データに変換され、電気／光／電気変換
器を用いた光通信により固定架台部１４に取り付けられたシリアル／パラレル変換器に供
給される。
【００２７】
　次いで、１チャンネルの投影データは、シリアル／パラレル変換器において複数チャン



(8) JP 6058272 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

ネルの投影データに変換され、スキャノグラム撮影モードの投影データとして形態画像デ
ータ生成部３の投影データ記憶部３１に保存される。
【００２８】
　尚、上述のデータ伝送方法は、回転架台部１３に設けられた投影データ生成部１２と固
定架台部１４の外部に設けられた形態画像データ生成部３との間の信号伝送が可能であれ
ば他の方法に替えることが可能であり、例えば、既に述べたスリップリング等のデバイス
を使用しても構わない。
【００２９】
　この場合、Ｘ線発生部１１のＸ線管１１１及びＸ線絞り器１１３と上述の投影データ生
成部１２のＸ線検出器１２１及びＤＡＳユニット１２２とは、被検体１５０を挟むように
対向して回転架台部１３に装着される。そして、スキャノグラム撮影モードでは、図２に
示すように、Ｘ線管１１１及びＸ線絞り器１１３が被検体１５０の上方に配置され、Ｘ線
検出器１２１が下方に配置されるように、回転架台部１３は所定の位置に固定される。
【００３０】
　次に、図１のＰＥＴ撮影部２は、図３に示すように、検出器モジュール２１と、検出デ
ータ処理部２２とを有している。検出器モジュール２１は、被検体１５０の周囲において
同心円状に配列され、放射性同位元素が投与された被検体１５０の体内から放射される１
対のγ線を検出する。検出データ処理部２２は、検出されたγ線とノイズとの弁別、γ線
の検出時刻や検出位置の計測、同時計測された１対のγ線の検出位置に基づく検出方向の
計測を行ない、更には、所定期間におけるγ線のカウント値をγ線検出位置及びγ線検出
方向に対応させて累積演算することによりＰＥＴ撮影モードの投影データを生成する。尚
、同時計測された１対のγ線の検出位置を結ぶ線分は、同時計測線（ＬＯＲ：Line　Of　
Response）と呼ばれる。被検体１５０の体内から放射される１対のγ線の発生源は、ＬＯ
Ｒ上に位置する。
【００３１】
　複数個からなる検出器モジュール２１（２１－１乃至２１－Ｎｍ）は、天板７に載置さ
れた状態でＰＥＴ撮影部２の撮影野に配置された被検体１５０の周囲において同心円状に
配列される。被検体１５０から放射されたγ線は、これらの検出器モジュール２１によっ
て一旦可視光に変換された後、電気信号（検出信号）に変換される。
【００３２】
　図４は、本実施形態のＰＥＴ撮影部に設けられた検出器モジュールの具体的な構成を示
す図である。図４に示すように、検出器モジュール２１－１乃至２１－Ｎｍの各々は、短
冊状のシンチレータ２１１と、光電子増倍管２１２と、ライトガイド２１３とを有してい
る。シンチレータ２１１は、被検体１５０から放射されるγ線を検出して可視光に変換す
る。光電子増倍管２１２は、シンチレータ２１１によって変換された可視光を電気信号に
変換すると共に変換した微弱な電気信号を増幅する。ライトガイド２１３は、シンチレー
タ２１１から出力された可視光を光電子増倍管２１２へ伝達する。
【００３３】
　シンチレータ２１１は、ビスマスジャーマネイド（ＢＧＯ：（Ｂｉ４Ｇｅ３Ｏ１２））
、タリウム活性化ヨウ化ナトリウム（ＮａＩ（Ｔｌ））、フッ化バリウム（ＢａＦ２）等
の材料が用いられる。特に、ＰＥＴ撮影部２の検出器モジュール２１には、単位体積当た
りのγ線光電吸収率が高いビスマスジャーマネイドや応答速度の速いフッ化バリウムが好
適である。
【００３４】
　光電子増倍管２１２は、例えば、数百個からなる光子を１０７～１０１０個の電子に増
幅し、出力段である陽極にその電子を収集して電気信号に変換するものであり、図示しな
い光電陰極と電子増倍器を備えている。光電陰極には、その波長特性がシンチレータ２１
１の発光波長に略均しい多アルカリ物質あるいは酸素やセシウムで活性化したバイアルカ
リ物質が用いられ、入射光子数に対する発生光電子数は通常２０％乃至３０％である。一
方、電子増倍器は、２次電子放出現象に基づき、電子の伝搬経路に沿って配置された多段
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の電極と増幅された電子を収集する陽極とから構成されている。そして、管電圧が２００
Ｖ乃至３００Ｖの場合の１段当たりの増幅率は約５倍であるため、上述の１０７の増幅率
を得るためには１０段程度の電極が設けられる。
【００３５】
　ライトガイド２１３は、シンチレータ２１１と光電子増倍管２１２を光学的にカップリ
ングするためのものであり、シンチレータ２１１から出力された可視光を効率よく光電子
増倍管２１２へ伝達するために光透過性に優れたプラスチック材が用いられる。
【００３６】
　図３へ戻って、ＰＥＴ撮影部２の検出データ処理部２２は、上述の検出器モジュール２
１－１乃至２１－Ｎｍの各々に接続されているＮｍチャンネルのデータ処理ユニット２２
１－１乃至２２１－Ｎｍを備えている。また、検出データ処理部２２は、データ処理ユニ
ット２２１－１乃至２２１－Ｎｍから出力されたγ線の検出位置情報に基づいてγ線の検
出方向を計測する検出方向計測部２２２を備えている。また、検出データ処理部２２は、
所定期間における検出信号のカウント値をγ線検出位置及びγ線検出方向に対応させて順
次累積加算することによりＰＥＴ撮影モードの投影データを生成する投影データ生成部２
２３を備えている。
【００３７】
　尚、ここでは、被検体１５０に投与された放射性同位元素Ｓから放射される１対のγ線
が検出器モジュール２１－ａ及び２１－ｂによって検出された場合を想定し、検出器モジ
ュール２１－ａ及び２１－ｂに接続されているデータ処理ユニット２２１－a及び２２１
－ｂのみを示している。
【００３８】
　検出データ処理部２２のデータ処理ユニット２２１－ａ及び２２１－ｂ各々は、信号合
成部２３１と、信号弁別部２３２と、波形整形部２３３と、検出時刻計測部２３４と、検
出位置計測部２３５とを備えている。信号合成部２３１は、検出器モジュール２１－ａま
たは２１－ｂの光電子増倍管２１２から供給された複数チャンネルの検出信号を加算合成
する。信号弁別部２３２は、信号合成部２３１において合成された検出信号を用いてγ線
に起因する検出信号とノイズとの弁別を各々の波高値に基づいて行なう。波形整形部２３
３は、信号合成部２３１から出力された合成後の検出信号を矩形波に整形する。検出時刻
計測部２３４は、信号弁別部２３２において弁別された検出信号に対応するγ線の検出時
刻を波形整形部２３３から供給された矩形波のフロントエッジ等に基づいて計測する。検
出位置計測部２３５は、信号弁別部２３２において弁別された検出信号に対応するγ線の
検出位置を検出器モジュール２１－ａまたは２１－ｂの光電子増倍管２１２から供給され
た複数チャンネルの検出信号に基づいて計測する。一例を挙げると、検出位置計測部２３
５は、アンガーロジック（Anger　logic）による重心計算を行なうことで、１つのγ線に
由来する複数の光子を放出したシンチレータ２１１を特定し、特定したシンチレータ２１
１の位置を、γ線の検出位置とする。尚、データ処理ユニット２２１を構成する各ユニッ
トの具体的な構成と機能については、特開２００７－１０７９９５号公報等において記載
されているため詳細な説明は省略する。
【００３９】
　次に、検出データ処理部２２の検出方向計測部２２２は、データ処理ユニット２２１－
１乃至２２１－Ｎｍの各々に設けられた検出時刻計測部２３４から供給されるγ線の検出
時刻及び検出位置計測部２３５から供給されるγ線の検出位置の情報に基づき、被検体１
５０の体内から放射されるγ線の検出方向を計測する。例えば、検出方向計測部２２２は
、検出時刻の差が所定の時間幅となる２つの検出位置を、被検体１５０の体内から放出さ
れた１対のγ線を略同時に検出した位置とする。そして、例えば、検出方向計測部２２２
は、これら２つの検出位置を結ぶ線分をＬＯＲとし、ＬＯＲの方向をγ線の検出方向とし
て計測する。
【００４０】
　一方、投影データ生成部２２３は、被検体１５０から放射されるγ線を検出した検出結
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果に基づくＰＥＴ撮影モードの投影データを生成する。投影データ生成部２２３は、累積
演算機能を有する図示しない記憶回路を備え、検出方向計測部２２２から供給された検出
信号のカウント値を上述のγ線の検出位置及び検出方向に対応させて前記記憶回路に保存
する。そして、例えば、検出器モジュール２１－ａと検出器モジュール２１－ｂによるγ
線の検出が所定期間において行なわれる度に、検出信号のカウント値は、検出位置及び検
出方向に対応した前記記憶回路のアドレスにおいて累積加算される。
【００４１】
　更に、検出データ処理部２２は、検出器モジュール２１－ａ及び検出器モジュール２１
－ｂと異なる他の検出器モジュール２１において１対のγ線が検出された場合においても
、γ線の検出位置と検出方向を上述と同様の方法によって計測し、検出信号のカウント値
をγ線の検出位置及び検出方向に対応した前記記憶回路のアドレスにおいて累積加算する
。即ち、所定期間内において順次検出されるγ線のカウント値は、検出位置及び検出方向
に対応した記憶回路のアドレスにおいて累積加算され、これにより、ＰＥＴ撮影モードの
投影データが生成される。
【００４２】
　次に、図１に示した形態画像データ生成部３は、投影データ記憶部３１、スキャノグラ
ム生成部３２及びスキャノグラム記憶部３３を備える。回転架台部１３を所定の位置に固
定させた状態で後述のＸ線ＣＴ架台部を被検体１５０の体軸方向（ｚ方向）へ順次スライ
ド移動させながら行なわれるＸ線撮影によって収集されたスキャノグラム撮影モードの投
影データは、撮影モードの識別情報や撮影位置情報（即ち、Ｘ線ＣＴ架台部の位置情報）
等が付帯情報として付与されたうえで、投影データ記憶部３１に保存される。
【００４３】
　スキャノグラム生成部３２は、撮影モードの識別情報に基づいて投影データ記憶部３１
から読み出したスキャノグラム撮影モードの投影データを、その付帯情報である撮影位置
情報に基づいて合成する。これにより、スキャノグラム生成部３２は、体軸方向に広範囲
なスキャノグラムを生成する。そして、得られたスキャノグラムは、スキャノグラム記憶
部３３に一旦保存される。尚、このとき生成されるスキャノグラムは、通常のＸ線診断装
置によって得られる透視画像データに類似したものとなる。
【００４４】
　一方、機能画像データ生成部４は、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１、投影データ記憶
部４２及びＰＥＴ画像データ生成部４３を備えている。
【００４５】
　簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、放射性同位元素を投与した被検体１５０から放射
されるγ線の発生源の位置を所定投影面に対して所定方向に投影した情報に基づいて簡易
ＰＥＴ画像データを生成する。本実施形態では、形態画像データの撮影方向を所定方向と
し、形態画像データの撮影断面を所定投影面とする。そして、本実施形態に係る簡易ＰＥ
Ｔ画像データ生成部４１は、被検体１５０から放射されるγ線の検出位置情報の中で、形
態画像データの撮影方向に対応する方向から検出された検出位置情報に基づいて簡易ＰＥ
Ｔ画像データを生成する。換言すると、本実施形態では、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４
１は、被検体１５０から放射されるγ線の検出位置情報の中で、形態画像データの撮影断
面に垂直な方向に対応する方向から検出された検出位置情報に基づいて簡易ＰＥＴ画像デ
ータを生成する。尚、形態画像データの撮影方向は、スキャノグラム撮影時にＸ線発生部
１１からコーンビーム状あるいはファンビーム状に照射されたＸ線ビームの中心方向であ
る。以下では、形態画像データの撮影方向を、Ｘ線照射方向の中心方向と記載する場合が
ある。
【００４６】
　また、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、ＰＥＴ撮影モードの投影データの収集過程
で検出されたγ線の検出位置情報に基づいて簡易ＰＥＴ画像データを生成する。本実施形
態では、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、ＰＥＴ撮影モードの投影データの収集過程
で所定方向から検出されたγ線の検出位置情報に基づいて簡易ＰＥＴ画像データを生成す
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る。
【００４７】
　また、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、γ線の発生源の位置に対応するデータシー
トのアドレスに、検出時刻からの時間経過と共に輝度が減弱する計測点を順次配置するこ
とにより簡易ＰＥＴ画像データを生成する。本実施形態に係る簡易ＰＥＴ画像データ生成
部４１は、所定方向である形態画像データの撮影方向から検出されたγ線の検出位置に対
応するデータシートのアドレスに、検出時刻からの時間経過と共に輝度が減弱する計測点
を順次配置することにより簡易ＰＥＴ画像データを生成する。
【００４８】
　例えば、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、図示しない分布データ形成部、経過時間
計測部及びルックアップテーブルを備え、検出データ処理部２２の検出方向計測部２２２
によって計測されたγ線の検出方向がスキャノグラム撮影モードにおけるＸ線照射方向の
中心方向（例えば、図２のｙ方向）と略等しい場合、このγ線の検出位置に対応するデー
タシートのアドレスに所定の輝度を有した計測点を順次配置する。これにより、簡易ＰＥ
Ｔ画像データ生成部４１は、上述のＸ線照射方向の中心方向と直交する投影面にγ線発生
源の分布状態が投影された簡易ＰＥＴ画像データを生成する。
【００４９】
　即ち、Ｘ線照射方向の中心方向と略同一の方向（ｙ方向）を検出方向とするγ線がＰＥ
Ｔ撮影部２の検出器モジュール２１によって検出された場合、上述の経過時間計測部は、
検出データ処理部２２の検出時刻計測部２３４によって計測された前記γ線の検出時刻か
ら観測時刻までの経過時間を計測する。ここで、上述のルックアップテーブルは、経過時
間と計測点の輝度値との対応データが、投与薬剤情報を含むＰＥＴ撮影モードの撮影条件
を単位として予め保管されている。経過時間計測部は、ルックアップテーブルの中から前
記経過時間の計測結果に対応した輝度値を抽出する。
【００５０】
　そして、分布データ形成部は、γ線の検出位置に対応したデータシートのアドレスに時
間経過と共に変化する輝度値を有した複数の計測点を配置することにより、その輝度が検
出時刻において最大値を有し時間経過と共に減弱する複数の計測点によって構成された簡
易ＰＥＴ画像データを生成する。
【００５１】
　図５Ａ及びＢは、本実施形態の簡易ＰＥＴ撮影モードにおけるγ線の検出方向及び検出
位置を示す図である。図５Ａは、スキャノグラム撮影モードにおけるＸ線照射方向の中心
方向を示している。又、図５Ｂは、被検体１５０の体内から放射されるγ線がＸ線照射方
向の中心方向と略等しい方向において検出された場合の検出位置ａ１乃至ａＮ及びｂ１乃
至ｂＮを示している。但し、説明を簡単にするために、図５ＡにおけるＸ線照射方向の中
心方向はｙ方向としている。又、図５Ｂでは、体軸方向に垂直な１つの断面におけるγ線
検出位置のみを説明し、体軸方向に垂直な他の複数断面におけるγ線検出位置についての
説明は省略しているが、本実施形態では、体軸方向に垂直な他の複数断面におけるγ線検
出位置も同様の方法によって検出される。
【００５２】
　図５Ａに示す一例では、本実施形態で形態画像データとして用いられるスキャノグラム
は、被検体１５０の組織形態を、ｚｘ平面に対してｙ方向に投影した画像データである。
従って、図５Ｂに示すように、検出位置ａ１及び検出位置ｂ１を結ぶＬＯＲがｙ方向に略
等しい方向であることから、当該ＬＯＲ上のいずれかの位置に存在する発生源Ｓ１の位置
をｚｘ平面に対してｙ方向に投影した位置は、発生源Ｓ１のｚ座標及びｘ座標であると共
に、検出位置ａ１のｚ座標及びｘ座標となり、検出位置ｂ１のｚ座標及びｘ座標となる。
【００５３】
　また、図５Ｂに示す発生源Ｓ２の位置をｚｘ平面に対してｙ方向に投影した位置は、検
出位置ａ２及び検出位置ｂ２それぞれのｚ座標及びｘ座標となり、図５Ｂに示す発生源Ｓ
３の位置をｚｘ平面に対してｙ方向に投影した位置は、検出位置ａ３及び検出位置ｂ３そ
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れぞれのｚ座標及びｘ座標となる。また、図５Ｂに示す発生源Ｓ４の位置をｚｘ平面に対
してｙ方向に投影した位置は、検出位置ａ４及び検出位置ｂ４それぞれのｚ座標及びｘ座
標となり、図５Ｂに示す発生源ＳＮの位置をｚｘ平面に対してｙ方向に投影した位置は、
検出位置ａＮ及び検出位置ｂＮそれぞれのｚ座標及びｘ座標となる。
【００５４】
　すなわち、ＬＯＲの方向が撮影断面に垂直な方向（撮影方向）に略一致する方向である
ならば、γ線の発生源の位置を撮影断面へ投影した位置は、撮影方向における当該発生源
の位置が特定されなくても、当該ＬＯＲの方向を決定するために用いられた２つの検出位
置情報から求めることができる。尚、形態画像データの撮影方向及び撮影断面は、ｙ方向
及びｚｘ断面だけでなく、操作者により任意に変更することができる。例えば、簡易ＰＥ
Ｔ画像データ生成部４１は、検出位置計測部２３５で計測された検出位置の情報を、設定
された撮影方向及び撮影断面で定まる直交座標系での位置情報に変換することで、γ線の
発生源の位置を撮影断面へ投影した位置を求めることができる。このように、簡易ＰＥＴ
画像データ生成部４１は、撮影断面におけるγ線の発生源の位置が描出された簡易ＰＥＴ
画像データを、再構成処理を行なうことなく、生成する。
【００５５】
　図１へ戻って、機能画像データ生成部４の投影データ記憶部４２には、ＰＥＴ撮影部２
に備えられた検出データ処理部２２の投影データ生成部２２３が、複数からなる検出信号
のカウント値を累積加算して生成したＰＥＴ撮影モードの投影データが一旦保存されてい
る。そして、ＰＥＴ画像データ生成部４３は、ＰＥＴ撮影モードの投影データを用いてＰ
ＥＴ画像データを生成する。ＰＥＴ画像データ生成部４３は、投影データ記憶部４２から
読み出したＰＥＴ撮影モードの投影データを再構成処理して診断用のＰＥＴ画像データを
生成する。
【００５６】
　次に、画像データ合成部５は、図示しない加算合成処理部を有し、形態画像データ生成
部３のスキャノグラム記憶部３３に保存されている体軸方向に広範囲なスキャノグラムと
、機能画像データ生成部４の簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１において略リアルタイムで
生成される簡易ＰＥＴ画像データを合成することにより、ＰＥＴ撮影モードの投影データ
における画質劣化要因の評価を目的とした評価用画像データを生成する機能を有している
。この場合、スキャノグラムと簡易ＰＥＴ画像データとの合成は、上述のスキャノグラム
撮影モードの撮影位置情報（即ち、Ｘ線ＣＴ架台部の位置情報）及び簡易ＰＥＴ撮影モー
ドの撮影位置情報（即ち、ＰＥＴ架台部の位置情報）に基づいて行なわれる。
【００５７】
　図６は、本実施形態の画像データ合成部において生成される評価用画像データを説明す
るための図である。図６に示す画像データ１０００は、図５Ａの矢印で示したｙ方向を中
心とするＸ線照射によって収集されたスキャノグラム撮影モードの投影データに基づいて
形態画像データ生成部３のスキャノグラム生成部３２が生成した被検体１５０の広範囲な
スキャノグラムを示している。また、図６に示す画像データ２０００は、上述のＸ線照射
方向の中心方向と同一の方向において検出されたγ線の検出位置に基づいて機能画像デー
タ生成部４の簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１が生成した簡易ＰＥＴ画像データを示して
いる。また、図６に示す画像データ３０００は、画像データ合成部５が、上述の簡易ＰＥ
Ｔ画像データとスキャノグラムとを合成することによって生成した評価用画像データを夫
々示している。
【００５８】
　そして、表示部６に示された上述の評価用画像データにおいて、例えば、簡易ＰＥＴ画
像データを構成する計測点の各々がスキャノグラムの破線で示された検査対象臓器の内部
に分布している場合、ＰＥＴ撮影モードの投影データの収集時における体動の影響は許容
可能な範囲にあると判定される。
【００５９】
　次に、図１の表示部６は、図示しない表示データ生成部、変換処理部及びモニタを備え
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ている。表示データ生成部は、画像データ合成部５において生成された評価用画像データ
や機能画像データ生成部４のＰＥＴ画像データ生成部４３において生成されたＰＥＴ画像
データを所定の表示フォーマットに変換して表示データを生成し、変換処理部は、表示デ
ータ生成部によって生成された表示データに対しＤ／Ａ変換やＴＶフォーマット変換等の
変換処理を行なってモニタに表示する。本実施形態では、表示部６は、時間経過と共に輝
度が減弱する複数の計測点を有した簡易ＰＥＴ画像データをリアルタイムで表示する。具
体的には、本実施形態では、表示部６は、評価用画像データをリアルタイムで表示する。
【００６０】
　一方、移動機構部８は、図示しない架台回転部、架台移動部及び移動機構制御部を備え
る。架台回転部は、移動機構制御部から供給される架台回転制御信号に従ってＸ線管１１
１及びＸ線検出器１２１が搭載されたＸ線ＣＴ撮影部１の回転架台部１３を回転させ、ス
キャノグラム画像データの生成に好適な位置に配置する。
【００６１】
　架台移動部は、移動機構制御部から供給された架台移動制御信号に従い、Ｘ線ＣＴ撮影
部１を有するＸ線ＣＴ架台部及びＰＥＴ撮影部２を有するＰＥＴ架台部を床面に設けられ
たガイドレールに沿って被検体１５０の体軸方向へ移動させる。
【００６２】
　移動機構制御部は、入力部９からシステム制御部１０を介して供給されるスキャノグラ
ム撮影モード及びＰＥＴ撮影モードの撮影条件に基づいて生成した架台回転制御信号を架
台回転部へ供給し、架台移動制御信号を架台移動部へ供給する。
【００６３】
　図７は、本実施形態の移動機構部によって移動するＸ線ＣＴ架台部及びＰＥＴ架台部を
説明するための図である。図７に示すように検査室の床面１６０には被検体１５０を載置
する天板７を有した寝台１６１が据え付けられ、天板７の体軸方向（ｚ方向）にガイドレ
ール１６２が配設されている。そして、移動機構部８は、被検体１５０の検査対象部位（
検査対象臓器）がＸ線ＣＴ撮影部１の撮影野及びＰＥＴ撮影部２の撮影野に配置されるよ
うに、Ｘ線ＣＴ撮影部１を有するＸ線ＣＴ架台部１６３及びＰＥＴ撮影部２を有するＰＥ
Ｔ架台１６４をガイドレール１６２に沿って体軸方向へ移動させる。これにより、スキャ
ノグラム撮影モード及びＰＥＴ撮影モードにおける撮影位置が設定される。
【００６４】
　次に、図１の入力部９は、キーボード、選択スイッチ、マウス等の入力デバイスや表示
パネルを備え、表示部６と組み合わせて用いることによりインタラクティブなインターフ
ェースを形成している。そして、被検体情報の入力、スキャノグラム撮影モード、簡易Ｐ
ＥＴ撮影モード及びＰＥＴ撮影モードの選択、これらの撮影モードにおける撮影条件の設
定、スキャノグラム、簡易ＰＥＴ画像データ及びＰＥＴ画像データの生成条件及び表示条
件の設定、被検体１５０に投与される放射性同位元素の情報（投与薬剤情報）の入力、更
には、Ｘ線ＣＴ撮影開始指示信号、ＰＥＴ撮影開始指示信号及びＰＥＴ画像データ生成指
示信号をはじめとする各種指示信号の入力等が、上述の表示パネルや入力デバイスを用い
て行なわれる。本実施形態では、入力部９は、ＰＥＴ画像データの生成を行なうための指
示信号（ＰＥＴ画像データ生成指示信号）を簡易ＰＥＴ画像データの評価結果に基づいて
入力する。具体的には、本実施形態では、入力部９は、ＰＥＴ画像データ生成指示信号を
評価用画像データの評価結果に基づいて入力する。より具体的には、入力部９は、評価用
画像データを観察した操作者から、ＰＥＴ画像データ生成指示信号を受け付け、受け付け
たＰＥＴ画像データ生成指示信号を、システム制御部１０に入力する。
【００６５】
　一方、システム制御部１０は、図示しないＣＰＵと記憶回路を備え、入力部９から供給
される上述の入力情報、選択情報及び設定情報は、前記記憶回路に保存される。そして、
ＣＰＵは、前記記憶回路から読み出したこれらの情報に基づいて医用画像診断装置１００
に備えられた各ユニットを統括的に制御し、スキャノグラム、簡易ＰＥＴ画像データ、評
価用画像データ及びＰＥＴ画像データの生成を実行させる。例えば、ＰＥＴ画像データ生
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成指示信号を入力部６から通知されたシステム制御部１０の制御に従って、ＰＥＴ画像デ
ータ生成部４３は、ＰＥＴ撮影モードの投影データを再構成処理することで、ＰＥＴ画像
データを生成する。
【００６６】
（ＰＥＴ画像データの生成手順）
　次に、本実施形態におけるＰＥＴ画像データの生成手順につき図８のフローチャートに
沿って説明する。図８は、本実施形態におけるＰＥＴ画像データの生成手順を示すフロー
チャートである。
【００６７】
　被検体１５０に対するＸ線ＣＴ撮影及びＰＥＴ撮影に先立ち、医用画像診断装置１００
の操作者は、被検体１５０に対し１１Ｃ、１３Ｎ，１５Ｏ，１８Ｆ等の陽電子（ポジトロ
ン）放出核種で標識された放射性同位元素（ＲＩ）を投与する（図８のステップＳ１）。
次いで、操作者は、初期設定を行なう（図８のステップＳ２）。すなわち、操作者は、入
力部９において被検体情報の入力、投与薬剤情報（即ち、放射性同位元素の種類、投与量
Ｖ０、投与時刻ｔ０等）の入力、スキャノグラム撮影モード及びＰＥＴ撮影モードにおけ
る撮影条件の設定、スキャノグラム、簡易ＰＥＴ画像データ、評価用画像データ及びＰＥ
Ｔ画像データの生成条件及び表示条件の設定等を行なう。そして、これらの入力情報や設
定情報は、システム制御部１０の記憶回路に保存される。
【００６８】
　次に、操作者は、被検体１５０を天板７に載置した後入力部９において架台移動指示信
号を入力し、被検体１５０がＸ線ＣＴ撮影部１の撮影野に配置されるようにＸ線ＣＴ架台
部１６３をガイドレール１６２に沿って体軸方向へ移動させる。そして、Ｘ線ＣＴ架台部
１６３の移動が終了したならば、操作者は、スキャノグラムの生成を目的としたＸ線ＣＴ
撮影を開始するための指示信号（Ｘ線ＣＴ撮影開始指示信号）を入力部９において入力す
る（図８のステップＳ３）。
【００６９】
　この指示信号を受信したシステム制御部１０は、スキャノグラム撮影モードの投影デー
タ（第１の投影データ）の生成を実行させる（図８のステップＳ４）。すなわち、システ
ム制御部１０は、Ｘ線ＣＴ撮影部１に設けられた各ユニットを自己の記憶回路から読み出
したスキャノグラム撮影モードの撮影条件に基づいて制御し、Ｘ線管１１１及びＸ線検出
器１２１が装着された回転架台部１３を所定の位置に固定した状態で体軸方向へ順次移動
する被検体１５０に対してＸ線撮影を行なう。そして、このとき得られたスキャノグラム
撮影モードの投影データは、撮影モードの識別情報や撮影位置情報（即ち、Ｘ線ＣＴ架台
部１６３の位置情報）等を付帯情報として形態画像データ生成部３の投影データ記憶部３
１に保存される。
【００７０】
　一方、形態画像データ生成部３のスキャノグラム生成部３２は、スキャノグラムの生成
及び保存を行なう（図８のステップＳ５）。すなわち、スキャノグラム生成部３２は、撮
影モードの識別情報に基づいて投影データ記憶部３１から読み出したスキャノグラム撮影
モードの投影データをその付帯情報である撮影位置情報に基づいて合成し、ノイズ低減や
輪郭強調を目的としたフィルタリング処理等を必要に応じて行なって体軸方向に広範囲な
スキャノグラムを生成する。そして、得られたスキャノグラムは、スキャノグラム記憶部
３３に保存される。
【００７１】
　上述の手順によってスキャノグラムの生成と保存が終了したならば、操作者は、入力部
９において架台移動指示信号を再度入力し、被検体１５０の検査対象部位がＰＥＴ撮影部
２の撮影野に配置されるようにＰＥＴ架台部１６４をガイドレール１６２に沿って体軸方
向へ移動させる。そして、ＰＥＴ架台部１６４の移動が終了したならば、操作者は、簡易
ＰＥＴ画像データ及びＰＥＴ画像データの生成を目的としたＰＥＴ撮影を開始するための
指示信号（ＰＥＴ撮影開始指示信号）を入力部９において入力する（図８のステップＳ６
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）。
【００７２】
　この指示信号を受信したシステム制御部１０は、ＰＥＴ撮影部２に設けられた各ユニッ
トを自己の記憶回路から読み出したＰＥＴ撮影モードの撮影条件に基づいて制御し被検体
１５０に対するＰＥＴ撮影を開始する。そして、ＰＥＴ撮影部２のデータ処理ユニット２
２１に備えられた投影データ生成部２２３は、検出方向計測部２２２から供給された検出
信号のカウント値をγ線の検出位置及び検出方向に対応させて保存すると共に、所定時間
内に同一の検出位置及び検出方向にて検出された検出信号のカウント値を順次累積加算す
ることによりＰＥＴ撮影モードの投影データ（第２の投影データ）を生成し、得られた投
影データ（第２の投影データ）を機能画像データ生成部４の投影データ記憶部４２に保存
する。（図８のステップＳ７）。
【００７３】
　一方、機能画像データ生成部４の簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、上述の検出方向
計測部２２２によって計測されたγ線の検出方向がスキャノグラム撮影モードにおけるＸ
線照射方向の中心方向と同一の場合、このγ線の検出位置に対応するデータシートのアド
レスにその輝度が時間経過と共に減弱する計測点を順次配置することにより上述のＸ線照
射方向と直交する投影面にγ線発生源の分布状態が投影された簡易ＰＥＴ画像データを生
成する（図８のステップＳ８）。
【００７４】
　次いで、画像データ合成部５は、形態画像データ生成部３のスキャノグラム記憶部３３
に保存されている体軸方向に広範囲なスキャノグラムと機能画像データ生成部４の簡易Ｐ
ＥＴ画像データ生成部４１において略リアルタイムで生成される簡易ＰＥＴ画像データと
を合成して評価用画像データを生成し、表示部６のモニタに表示する（図８のステップＳ
９）。
【００７５】
　一方、表示部６に表示されている評価用画像データを観察した医用画像診断装置１００
の操作者は、この評価用画像データに基づき、既に収集されたＰＥＴ撮影モードの投影デ
ータ（第２の投影データ）における画質劣化要因の有無を判定する（図８のステップＳ１
０）。そして、画質劣化要因が存在していないと判定した場合（図８のステップＳ１０の
Ｎｏ）、入力部９においてＰＥＴ画像データ生成指示信号を入力し、システム制御部１０
を介してこの指示信号を受信した機能画像データ生成部４のＰＥＴ画像データ生成部４３
は、投影データ記憶部４２から読み出したＰＥＴ撮影モードの投影データを再構成処理す
ることによって診断用のＰＥＴ画像データを生成し、得られたＰＥＴ画像データは、表示
部６のモニタに表示される（図８のステップＳ１１）。ここで、ステップＳ１１において
、表示部６は、ＰＥＴ画像データを表示しても良いし、評価用画像データとＰＥＴ画像デ
ータとを表示しても良い。
【００７６】
　又、上述のステップ９にて生成された評価用画像データの観測により許容出来ない画質
劣化要因がＰＥＴ撮影モードの投影データに存在していると判定した場合（図８のステッ
プＳ１０のＹｅｓ）、操作者は、この投影データを再度収集するための指示信号を入力部
９において入力する。そして、この指示信号を受信したシステム制御部１０は、ＰＥＴ撮
影部２が有する各ユニットを制御して上述のステップＳ７乃至ステップＳ９を繰り返すこ
とにより新たな投影データの生成と評価用画像データの生成及び表示を実行させる。
【００７７】
　尚、上述の手順では、被検体１５０に対する放射性同位元素の投与をＸ線ＣＴ撮影開始
前に行なったが、Ｘ線ＣＴ撮影が終了した時点で行なっても構わない。また、ステップア
ンドシュート（step　and　shoot）方式により被検体１５０の全身ＰＥＴ撮影を行なう場
合、本実施形態では、ステップＳ１１の後、ステップＳ１１で生成されたＰＥＴ画像デー
タの検査対象部位と一部重複する検査対象部位がＰＥＴ撮影部２の撮影野に配置されるよ
うにＰＥＴ架台部１６４が移動され、その後、ステップＳ７以降の処理が行なわれる。
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【００７８】
（変形例）
　次に、本実施形態の変形例につき図９を用いて説明する。図９は、本実施形態の変形例
における医用画像診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【００７９】
　上述の実施形態では、形態画像データとしてのスキャノグラムと機能画像データとして
のＰＥＴ画像データを生成することが可能な医用画像診断装置について述べたが、本変形
例では、上述のＰＥＴ画像データのみを生成する医用画像診断装置について述べる。
【００８０】
　即ち、本変形例の医用画像診断装置では、先ず、他の医用画像診断装置によって生成さ
れた被検体１５０の形態画像データを形態画像データ記憶部に保存する。次いで、本変形
例の医用画像診断装置は、放射性同位元素が投与された被検体１５０の体内から放射され
るγ線の検出方向及び検出位置に基づいてＰＥＴ撮影モードの投影データを生成すると共
に、前記γ線の検出結果の中から抽出した前記形態画像データの撮影方向あるいは撮影断
面に垂直な方向と略等しい方向から検出されたγ線の検出位置に基づいて簡易ＰＥＴ画像
データを生成する。そして、本変形例の医用画像診断装置は、得られた簡易ＰＥＴ画像デ
ータを形態画像データ記憶部から読み出した上述の形態画像データに重畳して評価用画像
データを生成する。そして、本変形例の医用画像診断装置は、表示部においてγ線の検出
位置がリアルタイム表示される評価用画像データの観察によりＰＥＴ撮影モードの投影デ
ータに許容できない画質劣化要因が含まれていないことが確認されたならば、この投影デ
ータを再構成処理して診断用のＰＥＴ画像データを生成する。
【００８１】
　尚、本変形例における医用画像診断装置の全体構成を示す図９のブロック図において、
図１に示した医用画像診断装置１００のユニットと同一の構成及び機能を有するユニット
は同一の符号を付加し詳細な説明は省略する。
【００８２】
　即ち、図９に示す本変形例の医用画像診断装置２００は、ＰＥＴ撮影部２と、形態画像
データ記憶部５０と、機能画像データ生成部４と、画像データ合成部５ａと、表示部６と
を備えている。ＰＥＴ撮影部２は、放射性同位元素が投与された被検体１５０の体内から
放射される１対のγ線をその周囲に配列された検出器モジュール２１により検出し、その
検出方向及び検出位置に基づいてＰＥＴ撮影モードの投影データを生成する。形態画像デ
ータ記憶部５０には、別途設置された他の医用画像処理装置等によって収集された形態画
像データを予め保管されている。機能画像データ生成部４は、この形態画像データの撮影
方向あるいは撮影断面に垂直な方向と略等しい方向から検出されたγ線の検出位置に基づ
いて簡易ＰＥＴ画像データを生成し、更に、ＰＥＴ撮影部２において生成されたＰＥＴ撮
影モードの投影データに基づいて機能画像データとしてのＰＥＴ画像データを生成する。
画像データ合成部５ａは、形態画像データに簡易ＰＥＴ画像データを重畳することにより
ＰＥＴ撮影モードの投影データにおける画質劣化要因の評価を目的とした評価用画像デー
タを生成する。表示部６は、画像データ合成部５ａにおいて生成された評価用画像データ
や機能画像データ生成部４において生成されたＰＥＴ画像データを表示する。
【００８３】
　更に、医用画像診断装置２００は、被検体１５０を載置する天板７と、ＰＥＴ撮影部２
を有する図示しないＰＥＴ架台部を体軸方向（図９のｚ方向）へ移動させることにより被
検体１５０の検査対象部位をＰＥＴ撮影部２の撮影野へ配置する移動機構部８ａとを備え
ている。更に、医用画像診断装置２００は、被検体情報の入力、簡易ＰＥＴ撮影モード及
びＰＥＴ撮影モードの選択、これらの撮影モードにおける撮影条件の設定、簡易ＰＥＴ画
像データ、評価用画像データ及びＰＥＴ画像データの生成条件及び表示条件の設定、各種
コマンド信号の入力等を行なう入力部９ａと、医用画像診断装置２００が有する上述の各
ユニットを統括的に制御するシステム制御部１０ａを備えている。
【００８４】
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　そして、形態画像データ記憶部５０には、例えば、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置によって
生成されたスキャノグラムや被検体１５０のコロナル断面におけるＭＰＲ（Multi　Plana
r　Reconstruction）画像データ、更には、Ｘ線診断装置によって生成された透視画像デ
ータ等が撮影位置情報を付帯情報として予め保管されている。
【００８５】
　一方、画像データ合成部５ａは、図示しない加算合成処理部を有し、形態画像データ記
憶部５０に保存されている体軸方向に広範囲な形態画像データと、機能画像データ生成部
４の簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１において略リアルタイムで生成される簡易ＰＥＴ画
像データとを合成して、ＰＥＴ撮影モードの投影データが有する画質劣化要因の評価を目
的とした評価用画像データを生成する機能を有している。この場合、形態画像データと簡
易ＰＥＴ画像データの合成は、各々の画像データに付加されている撮影位置情報に基づい
て行なわれる。
【００８６】
　次に、移動機構部８ａは、図示しない架台移動部と移動機構制御部を備える。架台移動
部は、移動機構制御部から供給された架台移動制御信号に従い、ＰＥＴ撮影部２を有する
ＰＥＴ架台部を床面に設けられたガイドレールに沿って被検体１５０の体軸方向へ移動さ
せる。一方、移動機構制御部は、入力部９ａからシステム制御部１０ａを介して供給され
るＰＥＴ撮影モードの撮影条件に基づいて生成した架台移動制御信号を上述の架台移動部
へ供給する。
【００８７】
　入力部９ａは、キーボード、選択スイッチ、マウス等の入力デバイスや表示パネルを備
え、表示部６と組み合わせて用いることによりインタラクティブなインターフェースを形
成している。そして、被検体情報の入力、簡易ＰＥＴ撮影モード及びＰＥＴ撮影モードの
選択、これらの撮影モードにおける撮影条件の設定、簡易ＰＥＴ画像データ及びＰＥＴ画
像データの生成条件及び表示条件の設定、被検体１５０に投与される放射性同位元素の情
報（投与薬剤情報）の入力、更には、ＰＥＴ撮影開始指示信号及びＰＥＴ画像データ生成
指示信号をはじめとする各種指示信号の入力等が上述の表示パネルや入力デバイスを用い
て行なわれる。
【００８８】
　一方、システム制御部１０ａは、図示しないＣＰＵと記憶回路を備え、入力部９ａから
供給される上述の入力情報、選択情報及び設定情報は記憶回路に保存される。そして、Ｃ
ＰＵは、前記記憶回路から読み出したこれらの情報に基づいて医用画像診断装置２００に
備えられた各ユニットを統括的に制御し、簡易ＰＥＴ画像データ、評価用画像データ及び
ＰＥＴ画像データの生成を実行させる。
【００８９】
　尚、本変形例におけるＰＥＴ画像データの生成手順は、図８に示したステップＳ６乃至
ステップＳ１０の手順と同様であるため説明は省略する。
【００９０】
　次に、上述の実施形態及びその変形例の評価用画像データによって判定される画質劣化
要因の具体例につき図１０Ａ及び図１０Ｂを用いて説明する。図１０Ａ及び図１０Ｂは、
実施形態及びその変形例の評価用画像データによって判定される画質劣化要因の具体例を
説明するための図である。
【００９１】
　図１０Ａは、ＰＥＴ撮影モードの投影データに被検体１５０の体動に起因する顕著な画
質劣化要因が発生した場合の評価用画像データを示したものであり、この場合、簡易ＰＥ
Ｔ画像データに示された複数からなる計測点の一部は、スキャノグラム等の形態画像デー
タに示された検査対象臓器の外部に表示される。従って、操作者は、簡易ＰＥＴ画像デー
タの検査対象臓器近傍に示された計測点の位置や数に基づいて投影データを再収集するか
否かを判断することができる。
【００９２】
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　一方、図１０Ｂは、被検体１５０に対する放射性同位元素の投与時に、薬剤注入部の薬
剤漏れに起因した画質劣化要因がＰＥＴ撮影モードの投影データに発生した場合の評価用
画像データを示したものであり、この場合、γ線の発生源を示す多くの計測点が形態画像
データに示された被検体上肢の薬剤注入部近傍に表示される。このような薬剤漏れ等に起
因する多くのγ腺が検査対象臓器以外の部位において検出された場合、これらが画質劣化
要因となり良好なＰＥＴ画像データを得ることが困難となる。このような場合、操作者は
、評価用画像データの検査対象臓器以外の部位に示される計測点の位置、数及び発生頻度
等に基づいて投影データを再収集するか否かを判断することが可能となる。
【００９３】
　以上述べた本実施形態及びその変形例によれば、放射性同位元素が投与された被検体か
ら放射されるγ線の検出情報に基づいて投影データを生成し、この投影データを再構成処
理してＰＥＴ画像データを生成する際、所定方向から検出されるγ線に基づいて生成した
簡易ＰＥＴ画像データにより、前記投影データにおける画質劣化要因の有無や程度を短時
間で判定することができる。
【００９４】
　特に、前記被検体から収集したスキャノグラム等の形態画像データと前記簡易ＰＥＴ画
像データとを合成して表示することにより、投影データの収集時に発生した被検体の体動
による影響や放射性同位元素の投与時における薬剤漏れの影響等を正確かつ容易に把握す
ることができる。
【００９５】
　又、簡易ＰＥＴ画像データでは、その輝度が検出時刻において最大値を有し時間経過と
共に減弱する計測点がリアルタイム表示されるため、上述の体動や薬剤漏れ等に起因した
画質劣化要因の時間的変化をリアルタイムで捉えることが可能となる。
【００９６】
　即ち、本実施形態及びその変形例によれば、ＰＥＴ撮影モードの投影データに基づいて
ＰＥＴ画像データを生成する際、所定方向から検出されたγ線の検出位置情報に基づいて
生成される簡易ＰＥＴ画像データをリアルタイムで観察することにより前記投影データに
おける各種画質劣化要因の有無や程度を判定することが可能となる。そして、本実施形態
及びその変形例によれば、許容出来ない画質劣化要因が前記投影データに存在する場合に
は、当該被検体に対する投影データの再収集をＰＥＴ画像データの生成を待たずに行なう
ことができる。
【００９７】
　このため、常に良好なＰＥＴ画像データの生成が可能となり診断精度が向上する。又、
画質劣化要因が発生した場合には投影データの再収集が即時実施されるため、放射性同位
元素の再投与や再来院等が不要となり検査効率が大幅に改善されるのみならず被検体の負
担を軽減することができる。
【００９８】
　以上、本開示の実施形態及びその変形例について述べてきたが、本開示は、上述の実施
形態及びその変形例に限定されるものではなく、更に変形して実施することが可能である
。例えば、上述の実施形態では、スキャノグラム撮影モードの投影データに基づいた形態
画像データとしてのスキャノグラムの生成とＰＥＴ撮影モードの投影データに基づいた機
能画像データとしてのＰＥＴ画像データの生成を可能とする医用画像診断装置について述
べた。しかし、上述の実施形態は、Ｘ線管１１１及びＸ線検出器１２１を被検体１５０の
周囲で高速回転して得られるＸ線ＣＴ撮影モードの投影データに基づいて生成される３次
元の画像データあるいは所定断面（例えば、コロナル断面）における２次元の画像データ
を形態画像データとしてもよい。この場合の２次元の画像データは、Ｘ線ＣＴ撮影モード
の投影データを再構成処理して得られる３次元データ（ボリュームデータ）に基づくＭＰ
Ｒ（Multi　Planar　Reconstruction）画像データあるいはＭＩＰ（Maximum　Intensity
　Projection）画像データであっても構わない。
【００９９】
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　又、上述の実施形態では、Ｘ線ＣＴ架台部１６３及びＰＥＴ架台部１６４をガイドレー
ル１６２に沿って体軸方向へ移動させることにより被検体１５０の検査対象部位をＸ線Ｃ
Ｔ撮影部１及びＰＥＴ撮影部２の撮影野に配置する場合について述べた。しかし、上述の
実施形態は、被検体１５０が載置された天板７を体軸方向へ移動させることにより上述の
撮影野に対する検査対象部位の配置を行なってもよい。
【０１００】
　更に、上述の実施形態及びその変形例では、スキャノグラム等の形態画像データと簡易
ＰＥＴ画像データとを合成して生成した評価用画像データを用いてＰＥＴ撮影モードの投
影データにおける画質劣化要因を評価する場合について述べたが、簡易ＰＥＴ画像データ
を用いて上述の画質劣化要因を評価しても構わない。例えば、薬剤漏れが発生している場
合の簡易ＰＥＴ画像データには、図１０Ｂに例示するように、検査対象臓器と推定される
部位から離れた部位において多数の計測点が描出される。従って、画質劣化要因として薬
剤漏れの有無を判定する場合ならば、上述の実施形態及びその変形例は、簡易ＰＥＴ画像
データを評価用画像データとして表示しても良い。かかる場合、ＰＥＴ画像データは、簡
易ＰＥＴ画像データの評価結果に基づいて生成される。
【０１０１】
　更に、上述の実施形態及びその変形例では、γ線の発生源の位置を所定投影面に対して
所定方向に投影した情報として、ＬＯＲの方向が所定方向となる検出位置情報を用いて簡
易ＰＥＴ画像データを生成する場合について述べた。しかし、簡易ＰＥＴ画像データは、
以下に説明する変形例により生成される場合であっても良い。図１１及び図１２は、簡易
ＰＥＴ画像データ生成処理の変形例を説明するための図である。
【０１０２】
　上述したように、ＰＥＴ装置は、検出時刻の差が所定の時間幅となる２つの検出位置を
１対のγ線を略同時に検出した位置として、ＰＥＴ画像データを再構成するための投影デ
ータを生成している。一方、近年、検出時刻間の時間差を利用して、ＬＯＲ上におけるγ
線の発生源の位置を推定するＴＯＦ（Time　Of　Flight）－ＰＥＴ装置が実用化されてい
る。すなわち、ＴＯＦ－ＰＥＴ装置は、図１１に示すように、ＬＯＲの各位置においてγ
線発生源が存在する確率分布Ｄ１を、検出時間差を用いて推定することができる。そこで
、医用画像診断装置１００または医用画像診断装置２００がＴＯＦ－ＰＥＴ装置である場
合、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、γ線の検出位置情報及び検出時刻情報に基づい
て推定される当該γ線の発生源の位置を用いて簡易ＰＥＴ画像データを生成する。
【０１０３】
　例えば、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、図１１に示すように、ＬＯＲにおける確
率分布Ｄ１を、撮影断面であるｚｘ平面に対してｙ方向に投影した確率分布Ｄ２を求める
。そして、例えば、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、確率分布Ｄ２のピークとなる位
置を、上述した計測点とすることで簡易ＰＥＴ画像データを生成する。
【０１０４】
　ＴＯＦ機能を用いた変形例では、ＬＯＲの方向が如何なる方向であっても簡易ＰＥＴ画
像データに用いることができる。例えば、ＴＯＦ機能を用いた変形例では、所定時間内に
順次特定されるＬＯＲ全てを用いて、簡易ＰＥＴ画像データを生成することができる。そ
の結果、ＴＯＦ機能を用いた変形例では、画質劣化要因の有無や程度を正確に評価するこ
とができる。ただし、この変形例では、検出時間差を用いてγ線の発生源の位置を推定す
る処理を行なうために、所定方向のＬＯＲを用いる方法と比較して、簡易ＰＥＴ画像デー
タの生成及び表示におけるリアルタイム性が若干低下する。
【０１０５】
　そこで、ＴＯＦ機能を用いる場合、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、簡易ＰＥＴ画
像データの生成に用いるＬＯＲを限定しても良い。例えば、簡易ＰＥＴ画像データ生成部
４１は、所定方向がｙ方向である場合、簡易ＰＥＴ画像データの生成に用いるＬＯＲをｘ
ｙ平面に含まれるＬＯＲに限定しても良い。また、例えば、簡易ＰＥＴ画像データ生成部
４１は、簡易ＰＥＴ画像データの生成に用いるＬＯＲを、ｘｙ平面に含まれるＬＯＲであ
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り、かつ、方向がｘｙ平面上において所定範囲の方向となるＬＯＲに限定しても良い。ま
た、例えば、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、図１２に示すように、簡易ＰＥＴ画像
データの生成に用いるＬＯＲを、方向がｘ方向と略等しいＬＯＲに限定しても良い。また
、簡易ＰＥＴ画像データ生成部４１は、ＴＯＦ機能を用いる方法と、上述した所定方向に
略等しい方向のＬＯＲを用いる方法とを併用して、簡易ＰＥＴ画像データを生成しても良
い。
【０１０６】
　尚、本開示の実施形態に係る医用画像診断装置１００及びその変形例に係る医用画像診
断装置２００の一部は、コンピュータをハードウェアとして用いることでも実現すること
ができる。例えば、上述の医用画像診断装置１００（２００）が備えるシステム制御部１
０（１０ａ）等は、コンピュータに搭載されたＣＰＵ等のプロセッサに所定の制御プログ
ラムを実行させることにより各種機能を実現することができる。この場合、システム制御
部１０（１０ａ）等は、上述の制御プログラムをコンピュータに予めインストールしても
よく、又、コンピュータによる読み取りが可能な記憶媒体への保存あるいはネットワーク
を介して配布された制御プログラムのコンピュータへのインストールであっても構わない
。
【０１０７】
　以上、説明したとおり、実施形態及び変形例によれば、ＰＥＴ撮影によって収集された
投影データにおける画質劣化要因の有無や程度を短時間で判定することが可能となる。
【０１０８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１０９】
１…Ｘ線ＣＴ撮影部
１１…Ｘ線発生部
１２…投影データ生成部
２…ＰＥＴ撮影部
２１…検出器モジュール
２２…検出データ処理部
３…形態画像データ生成部
３１…投影データ記憶部
３２…スキャノグラム生成部
３３…スキャノグラム記憶部
４…機能画像データ生成部
４１…簡易ＰＥＴ画像データ生成部
４２…投影データ記憶部
４３…ＰＥＴ画像データ生成部
５、５ａ…画像データ合成部
６…表示部
７…天板
８、８ａ…移動機構部
９、９ａ…入力部
１０、１０ａ…システム制御部
５０…形態画像データ記憶部
１００、２００…医用画像診断装置
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